
吹田市における盛土規制法運用開始に伴う宅地造成等工事規制区域の 

指定による「盛土規制法」及び「都市計画法」関連申請の取り扱いについて 

 

 吹田市では、市域全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、令和 6 年 7 月 1 日

（月曜日）から盛土規制法に基づく運用を開始する予定です。 

 

 運用開始に伴い、「宅地造成等工事規制区域」内で一定規模以上の宅地造成、特定盛土

等又は土石の堆積に関する工事（下図参照）を行う場合は、事前に盛土規制法に基づく許

可が必要になります。 

 

許可対象のイメージ図（国土交通省 HP「盛土規制法パンフ（事業者向け）より引用） 

 

 また、運用開始日前後の許可申請（宅地造成等規制法（以下、「旧法」という。）や都市

計画法に基づく許可関連申請）や着手中の工事に関しては届出もしくは再度許可申請が必

要となる場合がありますので、留意していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 宅地造成工事規制区域（旧法）内 において一定規模以上の宅地造成、特定盛土等、

土石の堆積に関する工事を行う場合 

 

【旧法】 

運用開始日前に旧法に基づく許可を申請した場合、運用開始日前に許可を受けなければ、

運用開始日後に改めて盛土規制法に基づく許可申請が必要になります。 

【盛土規制法】 

旧法に基づく許可が不要で、盛土規制法に基づく許可が必要となる工事（特定盛土等、土

石の堆積）については、運用開始日前に工事着手した場合、運用開始日から 21 日以内

（※）に盛土規制法第 21 条第 1項に基づく届出が必要になります。 

【都市計画法】 

運用開始日前に開発許可を申請した場合、運用開始日前に許可を受けなければ、運用開始

日後は盛土規制法のみなし許可となり、同法に基づく技術基準への適合並びに中間検査・

定期報告が必要になります。 

宅地造成工事規制区域　　　（旧法） 宅地造成等工事規制区域　　　（盛土規制法）
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２ 宅地造成工事規制区域（旧法）外 において一定規模以上の宅地造成、特定盛土等、 

土石の堆積に関する工事を行う場合 

 

【盛土規制法】 

運用開始日前に工事着手した場合、運用開始日から 21 日以内に盛土規制法第 21条第 1

項に基づく届出が必要になります。 

【都市計画法】 

運用開始日前に開発許可を申請した場合、運用開始日前に許可を受けなければ、運用開始

日後は、盛土規制法のみなし許可となり、同法に基づく技術基準への適合並びに中間検

査・定期報告が必要になります。 

運用開始日前に開発の許可を受け、運用開始日前に工事着手した場合は、運用開始日から 

21 日以内（※）に盛土規制法第 21条第 1 項に基づく届出が必要になります。 

なお、運用開始日前に工事に着手しなければ、改めて盛土規制法第 12条の許可の申請が

必要になります。 

 

（※）運用開始日が令和 6 年 7月 1 日（月曜日）の場合は、令和 6 年 7月 22 日（月曜

日）まで） 
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